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機密性2完全性2可用性2

(13面会 ： ＃ ； ↑ 了
i

ア弁護人等及び領事以外の者については感染防止のため原則として面会を実施
： ． ．

しないこととし,その旨を面会申出人に説明して理解を得ること6

”イ面会人にはマスクの着用を求め’応じない場合には面会を実施しないことd 》

ウ面会場所は仕切り室のみとすることb
､ J:

側:信書の発信 ■ ： ＝
○

本人の安否や親族の安否確認を内容とする発信については,通数外とすること｡
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疎乙第5号証

令和2年4月30日
0

東京拘置所長中川忠昭殿

処遇部処遇部門

法務事務官

報告書

当所収容被収容者

上記の者（以下「本人」 というという ｡）が申し立てた執行停止申立事件（■■■■■■

）に関する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に

｡）

伴う面会の取扱いについて，下記のとおり報告します。

記

1 当所の面会所受付事務室（1階)の入口自動ドアに当所所長名による張り紙(別

，紙1）を貼付した上で同自動ドアを施錠し，同所において当所職員（以下「立会

職員」 という｡）が立会勤務している。

2面会をしようとする者（面会人）が同自動ドアまで来た場合，できるだけ人と

人との接触を削減する必要があることを踏まえ，立会職員において，同自動ドア

越しに弁護人等であるか否かを確認し，弁護人等でなければ，面会人に対して張

り紙を示し，弁護人等以外との面会（以下「一般面会」 という｡）は実施してい

ない旨を説明している。

なお，実情として，立会職員から同事実を告げられた面会人の多くは， 当該説

明を受けて自主的に同所から退所している。

3立会職員が面会の実施について説明してもなお，同所にて自動ドア越しに当該

立会職員に対して，面会の目的や必要性について訴えることもあると考えられる

ところ，そのような場合において，当該面会の目的が福祉的支援の実施のために

必要性が認められるものであったり，重要用務処理（訴訟遂行上等）であると認

められるものである場合等，緊急性及び必要性が認められるような場合には，個

別に判断して，例外的に面会を実施させることとなる。
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別紙 1

東京都を対象地域とする新型

インフルエンザ等緊急事態宣言

が発出され，弁護人等以外の方

との面会は原則行わない取扱い

とされています。現在も新型コ

ロナウイルスの感染が終息する

見込みが見られないことから，

やむを得ず， 4月15日 （水）

から弁護人以外の方の面会・差

入れは中止とします。

東京拘置所長


